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平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

第
三
千
八
百
三
十
四
号

増

刊

①

　
　
　
　

条
　
　
　
例
（
第
三
十
八
号

－

第
四
十
四
号
）

○
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例�

（
保
健
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

�

（
保
健
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例�

（
医
療
保
険
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�
（
福
祉
総
務
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例�

（
児
童
家
庭
課
）
…
…
…
…
…
六

○
福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�

（
警
察
本
部
警
務
課
）
…
…
…
…
…
七

◇
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
総
務
部
税
務
課
）

１　

社
会
福
祉
の
充
実
及
び
教
育
の
振
興
の
た
め
の
財
政
需
要
に
充
て
る
た
め
、
法
人
県
民
税
の
法
人

税
割
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
間
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
保
健
衛
生
課
）

１　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
県
民
が
健
康
で

安
全
・
安
心
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確

保
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
並
び
に
県
民
の
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
保
健
衛
生
課
）

１　

福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ

り
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
保
険
課
）

１　

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
第
十
一

条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め

、
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
祉
労
働
部
福
祉
総
務
課
）

１　

民
生
委
員
に
よ
る
住
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
地
域

の
実
情
を
踏
ま
え
て
民
生
委
員
の
定
数
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
祉
労
働
部
児
童
家
庭
課
）

１　

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

目
　
　
　
次

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し
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（
警
察
本
部
警
務
課
）

１　

警
察
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
警
視
庁
及
び
道
府
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
の
基
準
が
改
め

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
国
外

犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
事
務
を
総
務
部
の
分
掌
事
務
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
三
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

付
則
第
十
六
条
中
「
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
四
年
一
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例

目
次

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

　

第
二
章　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
施
策

　
　

第
一
節　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め
の
県
の
施
策
（
第
八
条
―
第
十
五
条
）

　
　

第
二
節　

食
品
関
連
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
の
促
進
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

　
　

第
三
節　

県
民
の
参
加
（
第
十
八
条
）

　

第
三
章　

施
策
の
推
進
体
制
等
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

　

第
四
章　

福
岡
県
食
品
安
全
・
安
心
委
員
会
（
第
二
十
一
条
）

　

第
五
章　

雑
則
（
第
二
十
二
条
）

　

附
則

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
食
品
関

連
事
業
者
の
責
務
並
び
に
県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保

に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す

る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
、
県
民
が
健
康
で
安
全
・
安
心
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

　

一　

食
品　

全
て
の
飲
食
物
（
そ
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
農
林
水
産
物
を
含
み
、
医

薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
医
薬
品
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等

製
品
を
除
く
。
）
を
い
う
。

　

二　

食
品
等　

食
品
、
添
加
物
（
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
添
加
物
を
い
う
。
）
、
器
具
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
器
具
を
い
う
。
）

及
び
容
器
包
装
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
容
器
包
装
を
い
う
。
）
を
い
う
。

　

三　

生
産
資
材　

農
林
漁
業
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
肥
料
（
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
を
い
う
。
）
、
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二�

十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
薬
を
い
う
。
）
、
飼
料
（
飼
料

の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
飼
料
を
い
う
。
）
、
飼
料
添
加
物
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
飼
料
添
加

物
を
い
う
。
）
、
動
物
用
医
薬
品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

条
　
　
　
例



第３８３４号 増刊①福 岡 県 公 報平成 28 年 10 月 11 日　火曜日3

る
動
物
用
医
薬
品
を
い
う
。
）
そ
の
他
食
品
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
資
材
を

い
う
。

　

四　

食
品
関
連
事
業
者　

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
食
品
関
連
事
業
者
を
い
う
。

　

五　

特
定
事
業
者　

食
品
等
の
製
造
、
輸
入
、
加
工
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
県
内

に
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
事
業
に
係
る
施
設
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

　

六　

食
品
の
安
全
・
安
心　

食
品
の
安
全
性
及
び
食
品
に
対
す
る
県
民
の
信
頼
を
い
う
。

　

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
、
県
民
の
健
康
の
保
護
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
基
本
的

認
識
の
下
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
、
農
林
水
産
物
の
生
産
か
ら
食
品
の
販
売
に
至
る
一
連
の
食
品
供

給
の
行
程
（
以
下
「
食
品
供
給
行
程
」
と
い
う
。
）
の
各
段
階
に
お
い
て
適
切
に
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
、
食
品
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
る
県
民
の
健
康
へ
の
悪
影
響
を
未

然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
、
県
、
食
品
関
連
事
業
者
及
び
県
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
及
び

役
割
を
認
識
し
、
相
互
理
解
を
深
め
、
連
携
協
力
を
図
り
つ
つ
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
県
の
責
務
）

第
四
条　

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
食
品

の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
計
画
的
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る

。

　

（
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条　

食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
自

ら
が
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
食
品

の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
、
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
適
切
に

講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

２　

食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
食
品
等
又
は
生
産
資
材

に
関
す
る
正
確
か
つ
適
切
な
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
県
が
実
施
す
る
食
品

の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
県
民
の
役
割
）

第
六
条　

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
知
識
と
理
解
を

深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
が
実
施
す
る
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策

に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
意
見
を
表
明
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の

確
保
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。

　

（
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
配
慮
）

第
七
条　

県
、
食
品
関
連
事
業
者
及
び
県
民
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
取
組
を
推
進

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
取
組
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
二
章　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
施
策

　
　
　
　

第
一
節　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め
の
県
の
施
策

　

（
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
け
る
監
視
、
指
導
等
）

第
八
条　

県
は
、
食
品
供
給
行
程
の
各
段
階
に
お
い
て
、
食
品
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
食

品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
監
視
、
指
導
、
検
査
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
食
品
の
適
正
な
表
示
の
推
進
）

第
九
条　

県
は
、
食
品
に
関
す
る
表
示
が
食
品
を
摂
取
す
る
際
の
安
全
性
の
確
保
及
び
自
主
的
か
つ
合

理
的
な
食
品
の
選
択
の
機
会
の
確
保
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
食
品
表
示

法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
三
十
四
号
）
等
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
食
品
に
関
す
る
表
示
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
よ
う

監
視
、
指
導
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
危
機
管
理
体
制
の
整
備
）

第
十
条　

県
は
、
食
品
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
り
県
民
の
健
康
に
係
る
重
大
な
被
害
が
生
じ
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当

該
事
態
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

第
十
一
条　

県
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
、
国
、
他
の
都
道
府
県
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
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次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
当
該

食
品
等
の
名
称
、
当
該
食
品
等
を
回
収
す
る
理
由
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

食
品
衛
生
法
の
規
定
に
違
反
す
る
食
品
等
（
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の

を
除
く
。
）

　

二　

食
品
表
示
法
第
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
食
品
等
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
へ
の
悪
影
響
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
こ
の
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
食
品
等
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

２　

特
定
事
業
者
が
自
主
的
な
回
収
に
着
手
し
た
食
品
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

自
主
的
な
回
収
に
着
手
し
た
食
品
等
を
販
売
し
た
相
手
方
が
特
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
相
手
方

に
直
ち
に
そ
の
旨
を
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

　

二　

自
主
的
な
回
収
に
着
手
し
た
食
品
等
が
消
費
者
に
販
売
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

３　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

４　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
報
告
に
係
る
回
収
の
措

置
が
健
康
に
係
る
被
害
の
発
生
又
は
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
上
で
適
切
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
報
告
を
し
た
特
定
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
特
定
事
業
者
は
、
当
該
報
告
に
係
る
回
収
を
終
了
し
た
と
き

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
そ
の
終
了
し
た
日
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

第
三
節　

県
民
の
参
加

　

（
施
策
の
提
案
）

第
十
八
条　

県
民
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
策
定
、
改
善
又
は
廃
止
に
つ
い

て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
第
二
十
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
場
合
を
除
き
、
当
該
提
案
を
し
た
者
に
対
し
当
該
提
案
に
対
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
調
査
研
究
の
推
進
）

第
十
二
条　

県
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
適
切
に
実

施
す
る
た
め
、
必
要
な
調
査
研
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
人
材
の
育
成
）

第
十
三
条　

県
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
実
践
的
か
つ
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
人

材
を
育
成
す
る
た
め
、
講
習
会
の
開
催
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
情
報
及
び
意
見
の
交
換
の
促
進
）

第
十
四
条　

県
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
の
推
進
に
関
し
、
食
品
関
連
事
業
者
、
県
民
そ
の
他

の
関
係
者
間
に
お
い
て
相
互
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
及
び
意
見
の
交
換
の
機
会
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
普
及
及
び
啓
発
）

第
十
五
条　

県
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
を
図
る
た
め
、
食
品
関
連
事
業
者
及
び
県
民
に
対
し

、
食
品
等
の
安
全
・
安
心
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

第
二
節　

食
品
関
連
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
の
促
進

　

（
食
品
関
連
事
業
者
の
自
主
的
な
安
全
・
安
心
の
確
保
の
取
組
の
促
進
）

第
十
六
条　

食
品
関
連
事
業
者
は
、
法
令
等
の
遵
守
に
よ
り
食
品
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
こ
と
は

も
と
よ
り
、
そ
の
安
全
性
を
よ
り
向
上
さ
せ
る
た
め
、
自
ら
が
行
う
食
品
等
の
生
産
、
製
造
、
加
工

、
調
理
、
貯
蔵
、
運
搬
又
は
販
売
の
各
工
程
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理

水
準
の
自
主
的
な
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

県
は
、
食
品
関
連
事
業
者
の
生
産
段
階
に
お
け
る
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
自
主
的

な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
生
産
に
係
る
工
程
の
管
理
に
関
す
る
手
法
の
普
及
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３　

県
は
、
食
品
関
連
事
業
者
の
製
造
又
は
加
工
段
階
に
お
け
る
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す

る
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
食
品
の
製
造
又
は
加
工
の
工
程
に
お
け
る
高
度
な
衛
生
管
理

の
方
法
の
導
入
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
自
主
回
収
の
報
告
）

第
十
七
条　

特
定
事
業
者
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
を
図
る
た
め
、
そ
の
製
造
し
、
輸
入
し
、

加
工
し
、
又
は
販
売
し
た
食
品
等
の
自
主
的
な
回
収
に
着
手
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
食
品
等
が
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３　

第
一
項
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
制
度
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ず
、
公

益
を
図
る
目
的
で
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　

第
三
章　

施
策
の
推
進
体
制
等

　

（
推
進
体
制
の
整
備
）

第
十
九
条　

県
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要

な
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
基
本
計
画
）

第
二
十
条　

知
事
は
、
前
章
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
る
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
基
本

的
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
基
本

と
な
る
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
方
向

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３　

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
県
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４　

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　

第
四
章　

福
岡
県
食
品
安
全
・
安
心
委
員
会

　

（
福
岡
県
食
品
安
全
・
安
心
委
員
会
）

第
二
十
一
条　

県
に
福
岡
県
食
品
安
全
・
安
心
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２　

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

　

一　

基
本
計
画
に
関
す
る
事
項

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め

る
。

　
　
　

第
五
章　

雑
則

　

（
委
任
）

第
二
十
二
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
三
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
条
例

三
五　

福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関�

す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三�

十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と

い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に

基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自

主
的
な
回
収
の
着
手
の
報
告
の
受
領

　

ロ　

条
例
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
内
容
の
公
表

　

ハ　

条
例
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指

導

　

ニ　

条
例
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
自

主
的
な
回
収
の
終
了
の
報
告
の
受
領

北
九
州
市　

福
岡
市

　

大
牟
田
市　

久
留

米
市
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よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
大
牟
田
市
の
項
中
「
二
九
七
人
」
を
「
二
九
五
人
」
に
改
め
、
同
表
直
方
市
の
項
中
「

一
二
七
人
」
を
「
一
二
九
人
」
に
改
め
、
同
表
田
川
市
の
項
中
「
一
三
七
人
」
を
「
一
三
八
人
」
に
改

め
、
同
表
柳
川
市
の
項
中
「
一
七
〇
人
」
を
「
一
七
一
人
」
に
改
め
、
同
表
八
女
市
の
項
中
「
二
〇
三

人
」
を
「
二
〇
四
人
」
に
改
め
、
同
表
大
川
市
の
項
中
「
八
八
人
」
を
「
九
三
人
」
に
改
め
、
同
表
行

橋
市
の
項
中
「
一
三
三
人
」
を
「
一
三
七
人
」
に
改
め
、
同
表
小
郡
市
の
項
中
「
九
二
人
」
を
「
九
五

人
」
に
改
め
、
同
表
筑
紫
野
市
の
項
中
「
一
一
四
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
春
日
市
の
項

中
「
一
〇
八
人
」
を
「
一
二
一
人
」
に
改
め
、
同
表
大
野
城
市
の
項
中
「
一
〇
三
人
」
を
「
一
〇
九
人

」
に
改
め
、
同
表
宗
像
市
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
六
一
人
」
に
改
め
、
同
表
太
宰
府
市
の
項
中

「
七
九
人
」
を
「
九
四
人
」
に
改
め
、
同
表
古
賀
市
の
項
中
「
六
六
人
」
を
「
七
七
人
」
に
改
め
、
同

表
福
津
市
の
項
中
「
八
〇
人
」
を
「
八
六
人
」
に
改
め
、
同
表
朝
倉
市
の
項
中
「
一
四
九
人
」
を
「
一�

五
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
み
や
ま
市
の
項
中
「
八
八
人
」
を
「
九
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
糸
島
市
の
項

中
「
一
六
三
人
」
を
「
一
六
七
人
」
に
改
め
、
同
表
那
珂
川
町
の
項
中
「
六
〇
人
」
を
「
六
三
人
」
に

改
め
、
同
表
志
免
町
の
項
中
「
三
九
人
」
を
「
四
九
人
」
に
改
め
、
同
表
須
恵
町
の
項
及
び
新
宮
町
の

項
中
「
三
六
人
」
を
「
三
七
人
」
に
改
め
、
同
表
水
巻
町
の
項
中
「
七
五
人
」
を
「
七
七
人
」
に
改
め

、
同
表
岡
垣
町
の
項
中
「
七
四
人
」
を
「
七
五
人
」
に
改
め
、
同
表
遠
賀
町
の
項
中
「
四
一
人
」
を
「

四
三
人
」
に
改
め
、
同
表
大
刀
洗
町
の
項
中
「
三
八
人
」
を
「
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
大
木
町
の
項

中
「
三
〇
人
」
を
「
三
一
人
」
に
改
め
、
同
表
香
春
町
の
項
中
「
二
六
人
」
を
「
二
七
人
」
に
改
め
、

同
表
赤
村
の
項
中
「
一
一
人
」
を
「
一
二
人
」
に
改
め
、
同
表
苅
田
町
の
項
中
「
四
七
人
」
を
「
五
〇

人
」
に
改
め
、
同
表
み
や
こ
町
の
項
中
「
六
一
人
」
を
「
六
五
人
」
に
改
め
、
同
表
吉
富
町
の
項
中
「

一
九
人
」
を
「
二
〇
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
三
号

　

（
設
置
）

第
一
条　

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
及

び
第
三
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
福
岡
県
国

民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
（
以
下
「
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

　

（
組
織
）

第
二
条　

運
営
協
議
会
は
、
委
員
十
五
人
で
組
織
す
る
。

　

（
委
員
）

第
三
条　

委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
知
事
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
人
数
の
委
員
を
委

嘱
す
る
。

　

一　

被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員　

四
人

　

二　

保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
を
代
表
す
る
委
員　

四
人

　

三　

公
益
を
代
表
す
る
委
員　

四
人

　

四　

被
用
者
保
険
等
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員　

三
人

　

（
委
員
の
任
期
）

第
四
条　

委
員
の
任
期
は
、
委
嘱
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

　

（
補
則
）

第
五
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で

定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
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福
岡
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る�

　
　
　

条
例

　

福
岡
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
六
十
八
条
第
四
項
、
第
七
十
六
条
第
二
項
及
び
第

八
十
七
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
警
察
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
総
務
部
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


